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令和 7 年度 

Ｐ Ｔ Ａ 総 会 資 料 

        １ 期 日   令和 7 年４月 23 日（水） 

        ２ 時 間   15：1５～16：0５ 

        ３ 場 所   多目的スペース 

 

会   順 （司会：新谷） 

 

    （１） 開会のことば 

    （２） ＰＴＡ会長あいさつ              （PTA 副会長） 

    （３） 学校長あいさつ 

    （４） 新会員 職員紹介                (校長） 

    （５） 協 議                     （進行：新谷） 

        ① ＰＴＡ規約について            （教頭） 

        ② 令和６年度活動報告            （教頭） 

        ③ 令和６年度ＰＴＡ会計等決算報告，監査報告 （時田） 

        ④ 令和７年度役員選出，承認         （教頭） 

          新役員あいさつ              （新ＰＴＡ会長） 

        ⑤ 令和７年度活動計画案           （教頭） 

        ⑥ 令和７年度会計予算案           （時田） 

        ⑦ 校納金徴収方法              （教頭） 

        ⑧ その他 

         ア 住用中グラウンドデザイン        （校長） 

         イ 住用スタンダード            （教頭） 

         ウ 生徒心得について            （教頭） 

         エ 部活動について             （教頭） 

         オ 宿題の取組               （教頭） 

         カ くろうさぎ留学生について        （教頭） 

    （６） 閉会のあいさつ                （新ＰＴＡ会長） 

    （７） 閉会のことば 

 

奄美市立住用中学校 
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奄 美 市 立 住 用 中 学 校 

 

学級編制並びに学級担任 

学年 男子 女子 計 担   任 副 担 任 

１ ０ ０ ０   

２ ０ １ １ 新谷 隆文 時田 三紀 

３ １ ３ ４ 時田 三紀 新谷 隆文 

合計 １ ４ ５ 

 

職員一覧 

職   名 氏   名 担当学年 担当教科 

校   長 中尾  奨   

教   頭 坂本 進悟  理科,社会２年 

教   諭 時田 三紀 ３年担任 英語,社会３年 

  〃 新谷 隆文 ２年担任 国語,美術,保体,技術 

養 護 教 諭 田平 梨奈 住用小学校兼務  

校 務 員 宮澤 俊秀   

事 務 職 員 長瀬  爽 本務校住用小学校  

非常勤講師 南郷 丈志  数学 

非常勤講師 里村 直美  音楽 

非常勤講師 大山美惠子  家庭 

 

校医関係 

職   種 氏   名 （ 勤 務 地 ） 電 話 番 号 

内  科 野崎 義弘 （住用診療所） ６９－２６２０ 

歯  科 伊井 純子 （住用診療所） ６９－２３１２ 

眼  科 郡山 昌敬 （郡山眼科） ５２－０９３０ 

耳 鼻 科 久冨木 冠 （奄美病院） ５３－１２００ 

薬 剤 師 師玉 龍一 （師玉調剤薬局） ５２－５６７１ 
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住 用 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約（案） 

 

第一章 名称及び事務所 

第１条 本会は住用中学校ＰＴＡと称し，事務所を住用中学校におく。 

第二章 目的及び活動 

第２条 本会は会員が協力して生徒の健全な成長を図ることを目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

  １ 家庭と学校の緊密な連携を図り，校外における生活指導に努める。 

  ２ 学校及び家庭における教育に関し会員相互の研修を深める。 

  ３ その他教育上の必要な活動を行う。 

第三章 方針 

第４条 本会は教育を本旨とする民主団体として，次の方針に従って活動する。 

  １ 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

  ２ 特定の宗教団体や政党にかたよることなく，公教育の本旨に従って活動する。 

  ３ 学校の人事に干渉しない。 

  ４ 個人情報保護に配慮して活動する。 

第四章 会員及び会費 

第５条 本会の会員は次のとおりとする。 

  １ 住用中学校に在籍する生徒の保護者と教職員 

  ２ 本会の趣旨に賛同する者 

第６条 本会の会員は会費を納めるものとする。但し，特別の事情のある者は減額または免除す

ることができる。会費額は総会で定める。 

第五章 役員とその選出 

第７条 本会に次の役員をおく。 

  １ 会長１名，副会長２名（うち保護者１名，教頭），書記１名(教職員)，会計１名(教職

員)，監査２名(うち保護者１名，教職員１名) 

  ２ 保護者が２名の場合は，副会長が監査を兼ね，１名の場合は，会長が副会長及び監査

を兼ねるものとする 

第８条 役員の選出は次によって行う。 

  １ 会長及び副会長は，在校生保護者から前年度のうちに選出し，総会の承認を得て決定

する。 

  ２ 教職員の係は，新年度初めに教職員で選出し，会長が委嘱する。 

 

第９条 役員の任期は一年とし再任を妨げない。補欠の任期は前任者の残任期間とする。 

第 10条 役員の任務は次のとおりとする。 

      会長は本会を代表し，一切の会務を掌握する。 

      副会長は会長を補佐し，会長に事故あるときはその責務を代行する。 

      書記は会長の指示を受け本会の事務を処理する。 

      会計は予算に基づく一切の会計事務を処理する。 

      監査は（年度末に）年度の会計を監査し，総会にてその結果を報告する。 

第 11条 校長は本会の顧問となり，各会合で発言する。 

第六章 会合及び会務 

第 12条 本会に次の会合をおく。 

    総会，役員会，学級ＰＴＡ 
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第 13条 総会は全会員をもって構成し，本会の最高決議機関である。 

  １ 総会は年１回を原則とし，臨時に総会を開くときには，会長または役員会が必要を認

めたとき，あるいは会員の半数以上の要求があったとき開催できる。 

  ２ 総会の議長は会長がこれに当たる。 

  ３ 総会は次のことを決議する。 

    活動計画，予算決算，規約の改廃，役員の承認，その総会の運営に必要な事項。 

  ４ 総会は会員の３分の１以上の出席がなければ決議することができない。（なお委任状

をもって出席に代えることができる。） 

第 14条 役員会は会長，及び役員，教職員をもって構成し総会に次ぐ決議機関であり，本会の

運営ならびに活動に関する事項を審議する。 

第 15 条 学級ＰＴＡは学級の生徒の教育振興に関する事項を審議する。運営は当日参加した保

護者または教職員がつとめる。 

    第七章 会計及び帳簿 

第 16条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり，翌年の３月３１日に終わる。 

第 17条 本会には次の帳簿をおく。 

    規約簿，会費納入簿，出納簿，領収書綴，記録簿 

第 18 条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用，管理については，

「個人情報取扱方法」に定め，適正に運用するものとする。 

 

 附則 

  １ 第１３条の第４項は委任状を認める。 

  ２ 本会の運営に必要な事項は細則として別に定める。 

  ３ 本会の規約は昭和 52年４月１日より実施する。 

  ４ 本会の規約は平成 20年４月１日より実施する。 

  ５ 本会の規約は平成 26年３月 17日臨時１・２年保護者会より実施する。 

  ６ 本会の規約は令和４年４月 28 日より実施する。 

  ７ 本会の規約は令和７年４月○日より実施する。 

 

住 用 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 慶 弔 規 定 

１ 住用中学校ＰＴＡ慶弔規定を，下記に定め，各条項に基づいて弔意を表するものとする。 

 ① 会員・生徒死亡の場合 

   金５０００円の香典 

   祭式に合わせた生花等 

 ② 災害（事故・火災・水害等）の場合 

   金３０００円の見舞金 

 ③ 職員転退職時の餞別 

   在職年数×１０００円(ただし限度額３０００円とする) 

２ その他，特別の事態発生の場合は，その都度（ＰＴＡ会長を中心とした，役員）協議の上対応

する。 

 附則 

  １ 本会の慶弔規定は平成２５年４月１日より実施する。 

  ２ 本会の慶弔規定は令和７年４月○日より実施する。 
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住 用 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 個 人 情 報 取 扱 方 法 
第一章 目的 

第１条 この個人情報取扱方法は，住用中学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が取得・保有する

個人情報の適正な取扱を定めることにより，事業の円滑な運営を図るとともに，個人情報

に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。 

第二章 指針 

第２条 本会は，個人情報保護法に関する法令等を遵守し，個人情報保護法に則って運用管理を

行う。活動においても個人情報の保護に努め，配慮が必要な個人情報は取り扱わないもの

とする。 

第三章 周知 

第３条 個人情報の取扱方法は，総会資料又は通知等により，会員に周知する。 

第四章 利用目的 

第４条 本会では，個人情報を次の目的のために利用する。 

１ 会費請求，管理等のための連絡 

２ 文書等の送付 

３ 本会役員・委員・会員名簿等の作成 

第五章 個人情報の取得 

第５条 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については，ＰＴＡ会長に書面で提出された次

の事項とする。 

１ 氏名，電話番号，その他必要とするもので同意を得た事項 

２ 提出に際しては，学校が必要とする家庭教育状況調査等を活用することとする。 

第六章 同意の取り消し 

第６条 会員は，取得に同意した場合であっても，その後の事情により，個別の項目又は全ての

事項について，同意を取り消すことができる。 

第 7条 不同意の申し出があった場合，直ちに該当する個人情報を廃棄又は削除しなければなら

ない。ただし，名簿等として既に配布しているものについては，削除の連絡をすることで

これに替える。 

第七章 管理 

第８条 個人情報は，本会が適正に管理する。 

第９条 不要となった個人情報は，適正かつ速やかに廃棄する。 

第八章 第三者提供の制限 

 第 10 条 本会は，次に挙げる場合を除き，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを第

三者に提供してはならない。 

   １ 法令に基づく場合 

   ２ 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき 

   ３ 公衆衛生の向上又は個人の健全育成の推進のために，特に必要がある場合であって，本

人の同意を得ることが困難であるとき 

   ４ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して，協力する必要がある場合であって，本人の同意を得ることにより，当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
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令和６年度 年間活動報告 

月 日 曜 行 事 

４ 

8 月 新任式，1 学期始業式，第 76 回入学式 

15 月 心臓検診，避難訓練（地震・火災・津波） 

16 火 検尿，家庭訪問（西仲間・役勝）19 日（山間） 

24 水 学級ＰＴＡ・ＰＴＡ総会 

５ 

1 水 避難訓練(不審者) 

28 火 修学旅行(２年・３年，～30 日) 

29 水 住用地区自然体験学習（１年）（～30 日） 

６ 

3 月 高校説明会 

5 水 歯と口の健康教室 ＡＥＤ実技研修 

26 水 学級ＰＴＡ・学校保健委員会 

７ 
18 木 ＳＯＳの出し方講座（県スクールカウンセラー朝沼めぐみ氏） 

19 金 １学期終業式 小中合同ＰＴＡ見守り活動「愛のパトロール」 

８ 
1 木 出校日 

21 水 出校日 

９ 

2 月 ２学期始業式 実力及び課題テスト（～４日） 

19 木 心と体の健康教室講話「血液」（学校薬剤師 師玉龍一氏） 

25 水 環境保護学習講話「もっと知ろう！奄美の自然と環境保護」（永江直志氏）  

１０ 

4 金 住用小・中学校校区学校活性化委員会 

10 木 校内英語スピーチ大会 

18 金 防災教室「津波」（名瀬測候所西山幸太氏他２名） 

１１ 

1 金 地域が育む県民週間（～７日） 

7 木 給食試食会・第２回学校評議員会 

8 金 第 47 回奄美市中学校弁論・英語スピーチ大会 

9 土 住用へき地保育所・住用小・住用中学校合同学習発表会 

13 水 奄美市小中学校音楽発表会 

24 日 第 42 回住用へき地保育所・小学校・中学校合同運動会 

28 木 学級ＰＴＡ・学校保健委員会 

１２ 
14 土 校内ロードレース大会 

24 火 ２学期終業式 

１ 

8 水 ３学期始業式  ３年実力テスト（～９日） 

15 水 薬物乱用防止教室(学校薬剤師 師玉龍一氏) 

22 水 花苗植え 

２ 

8 土 ビブリオバトル 

19 水 社会人に学ぶ職業講話  第３回学校評議員会 

21 金 授業参観  学級ＰＴＡ 

26 水 「空気の力」サイエンスショー（近畿大学名誉教授木村隆良氏他３名） 

３ 
12 水 第 76 回卒業式 

25 火 修了式 
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令和７年度 ＰＴＡ役員（案） 

１ ＰＴＡ役員 

会  長 新納直穂子 

副 会 長 松山奈津美 坂本 進悟 

書  記 新谷 隆文 

会  計 時田 三紀 

監  査 市田 絵理 田平 梨奈 

顧  問 中尾 奨 

 

２ 地区 

地  区 生徒 職 員 主な活動 

役勝 泉 彩羽  新納 華穂  新納 莉穂 
新谷 隆文 

田平 梨奈 ◎ 各会合（歓送迎
会）等の出欠確認 

 
◎ 保護者研修会
の開催 他 

西仲間・石原 松山 結奈 時田 三紀 

山間・戸玉 市田 立樹 坂本 進悟 

 

 

３ 学級ＰＴＡ役員 

学 年 PTA 学級委員長 職   員 

１ 年   

２ 年 松山 奈津美 新谷 隆文 

３ 年 泉 智和 時田 三紀 

 

＊住用中学校 ＰＴＡ活動テーマ（案） 

 ・ 地域との連携を深め，積極的に動けるＰＴＡをめざそう。 
 ・ 子どもの家庭学習を充実させよう。（住用スタンダードの推進） 
 ・ 毎月 23 日に子どもといっしょに読書をしよう。 

   ※ ＰＴＡの主な取組として 
    ① 地域行事への積極的な参加を目指す。 
    ② 住用スタンダードの小中連携した取組 
    ③ 家庭学習の充実（鹿児島県教育委員会「家庭学習６０・９０運動」） 
      中学生は９０分以上集中して，家庭学習に取り組もうという県Ｐ連の目標 
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令和７年度 年間活動予定 
月 日 曜 行 事 

4 7 月 新任式，始業式 

4 9 水 NRT(～10 日)，身体計測 

4 10 木 
尿検査１次(～11 日)住用地区子ど
も会育成連絡協議会総会 

4 14 月 避難訓練(地震・火災・津波) 

4 15 火 家庭訪問（役勝） 

4 17 木 全国学力・学習状況調査（中３）家
庭訪問（西仲間，山間） 

4 18 金 尿検査１次（脱漏），耳鼻科検診
（３年，名瀬中） 

4 22 火 内科検診 

4 23 水 学級ＰＴＡ, ＰＴＡ総会 

4 24 木 交通安全教室 

4 30 水 歯科検診 

5 1 木 避難訓練(不審者) 

5 7 水 ３年実力テスト(～8 日) 

5 10 土 土曜授業，生徒総会 

5 13 火 尿検査２次 

5 14 水 八月踊り練習 

5 15 木 住用地区スポーツ交流大会 

5 16 金 眼科検診（2 年，大川小中学校） 

5 18 日 ＰＴＡ奉仕作業 

5 20 火 運動会予行 

5 23 金 尿検査２次 

5 25 日 第４３回保小中合同運動会 

5 26 月 振替休日（運動会） 

6 2 月 ３年絆（高校説明会） 

6 4 水 家庭教育学級長等研修会 

6 6 金 教育相談 

6 7 土 市ＰＴＡ連絡協議会総会 

6 11 水 歯と口の健康教室 

6 14 土 土曜授業 

6 18 水 期末テスト(～20 日)，地区総体
（陸上） 

6 24 火 ３年絆（パナソニック出前授業） 

6 30 月 ＡＥＤ実技研修 

7 3 木 学校評議員会,水泳学習(～11金) 

7 4 金 ＳＯＳの出し方講座 

7 7 月 学級 PTA，学校保健委員会 

7 12 土 土曜授業,校内弁論大会 

7 14 月 お弁当の日(生徒手作り) 

7 15 火 租税教室 

7 18 金 終業式，大掃除 

7 24 木 公立高等学校生徒募集店員策定等に
係る地区説明会 

7 29 火 市中学生国際交流派遣事業保護者説
明会 

8 1 金 出校日 

8 5 火 奄美市中学生ひかり議会 

8 19 火 植物・貝・昆虫・岩石名付け会 

8 21 木 出校日 

9 1 月 始業式，大掃除 

9 2 火 ３年実力，1,2 年課題テスト 

9 3 水 身体計測 

月 日 曜 行 事 

9 4 木 
鹿児島大学学校環境観察実習(～5
日)，旧盆(～6 日) 

9 5 金 第 2 回市ＰＴＡ連絡協議会理事会，
旧盆 

9 12 金 臨時生徒朝会（選挙告示） 

9 13 土 土曜授業,校内英語スピーチ大会 

9 17 水 環境保護学習，美化活動 

9 19 金 心と身体の健康教室（がん教育） 

9 25 木 職場体験学習(～26 日) 

10 3 金 教育相談 

10 7 火 住用小中学校活性化委員会 

10 12 日 第 6２回住用地区町民体育大会 

10 16 木 生徒会役員改選 

10 20 月 防災教室 

10 24 金 生徒朝会(任命式) 

10 26 日 三太郎まつり（愛のパトロール） 

10 29 水 第 2 回市里親留学制度連絡協議会 

10 30 木 3 年実力テスト(～31 日) 

11 2 日 第 18 回市民体育祭 

11 6 木 給食試食会，学校評議員会 

11 8 土 土曜授業,学習発表会 

11 26 水 期末テスト(～28 日) 

11 28 金 学級ＰＴＡ 

12 3 水 3 年三者面談 

12 5 金 
第 3 回奄美市ＰＴＡ連絡協議会理事
会 

12 9 火 市小中学校音楽発表会 

12 12 金 薬物乱用防止教室 

12 13 土 土曜授業，校内ロードレース大会 

12 14 日 奄美市まなびフェスタ 

12 17 水 大島紬着付体験 

12 19 金 ふれあい体験学習 

12 20 土 
県ＰＴＡ活動研究委嘱公開奄美市大
会 

12 24 水 終業式，大掃除 

1 8 木 始業式，３年実力テスト(～9日) 

1 14 水 鹿児島学力・学習状況調査(～15
日) 

1 16 金 第 4 回市ＰＴＡ連絡協議会理事会・
研修会 

1 23 金 県内私立高校入試スタート 

2 4 水 学年末テスト(～6 日),中学校入学
説明会 

2 14 土 土曜授業，校内ビブリオバトル 
シイタケコマ打ち体験 

2 20 金 授業参観，学級ＰＴＡ 

2 26 木 学校評議員会 

3 4 水 公立高校入試(～5 日) 

3 10 火 卒業式予行 

3 11 水 卒業式 

3 12 木 公立高校合格発表 

3 25 水 修了式，大掃除 
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住用中学校一日の学校生活の流れ 

住用中学校生徒指導部 

項目 実  践  す  る  こ  と 

準備 ○ 朝食をとり，忘れ物がないか確認する。学習に不要なものは持ってこない。 

○ 服装や容儀面が整っているか確認する。（髪，靴，靴下，制服など） 

○ 欠席する場合は，保護者を通じて連絡をする。 

登校 ○ 学校指定のカバン，補助バッグで登校する。 

○ 決められた通学路を通り，学校（教室）に着くようにする。 

○ 自転車通学規定や交通ルールをしっかり守り，安全に十分注意して登校する。 

朝の活動 ○ 登校後は，朝清掃や係活動に取りかかる。 

○ 日直は，日誌・窓開け・黒板の確認などを行う。 

○ 宿題などを提出する。 

○ ８：１５から読書ができるように本を準備し着席しておく。 

８：１５ ○ この時間に教室にいない場合は遅刻 

朝読書 

8:15~8:30 

○ 私語をしたり，席を離れたりしないで静かに１５分間読書をする。 

（毎週：月・水・木・金・土）  

 ＊ 本については，漫画・雑誌類は禁止  

全校朝会 

生徒朝会 

 ＊ 第１週または第 3 週火曜日 

 ＊ 最終週火曜日（生徒会役員が進行） 

朝の会 

8:30~8:40 

○ 日直が司会をする。 

○ 各専門部や係，先生からの連絡事項などしっかりと聞く。 

○ 朝の会後は，１時間目の準備を行う。 

授業 ＜授業の受け方 五章＞ 

１ １分前に着席しよう。 

２ 机上に学習用具の準備をしよう。 

３ 先生の説明をきちんと聞こう。 

４ ノートは丁寧に分かりやすく書こう。 

５ 積極的に発表し，周りの意見を聞こう。 

休み時間 ○ 次の授業の準備をする。教科書，ノートなど必要なものを机の上に整えておく。 

○ 学習用具を忘れたときは，授業が始まる前に教科の先生に報告して指示を受ける。 

○ 移動教室の場合，休み時間内に移動を完了する。 

給食時間 

12:35~13:05 

○ 給食時間になったら，トイレや手洗い・うがい・手指の消毒をすませ，給食当番は，

給食着・帽子・マスクを着用し，準備に取りかかる。 

○ 食事のマナーを守り，給食時間内に食べ終わるようにする。 

○ 当番は片づけまで責任をもって行う。 

○ 13:10 までにコンテナ室に返却する。 
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○ 給食後は歯磨きをきちんとする。 

○ 給食着は保体部が金曜日に洗濯をし，月曜日に取り入れる。 

昼休み 

13:05~13:50 

○ 校庭や多目的スペースで遊ぶ場合は，安全に十分注意して遊ぶ。 

○ 道具（ラケット，ボール類）を借りる場合は，許可を得てから使用する。なお，道

具類は大事に扱い，片づけまでしっかり行う。 

○ 遊んでいて物を壊したりした場合は，すぐに先生に申し出て指示を受ける。 

○ 校外に出ることは原則として禁止する。 

作業時間 

13:50~14:05 

○ 学習部の放送で作業場所に移動し，作業を始める。 

○ 時間いっぱい作業区域に責任をもって取り組む。作業用具は大事に扱い，決められ

た場所に片付ける。 

帰りの会 

16:10~16:20 

 ＊ 教科連絡係は昼休みまでに教科連絡をすませ，教室の小黒板に記入しておく。 

○ 日直の司会で進行する。 

○ 生徒会や係，先生からの連絡事項などしっかりと聞く。 

○ 学習用具は持ち帰る。 

放課後 

及び 

下 校 

○ 日直は次のことを必ずすませ，担任に報告する。 

 ①机，イスの整頓 ②黒板の確認 ③学級日誌記入 ④戸締り，電気を消す 

○ 生徒会や専門部の活動などがある場合は，協力して取り組む。 

○ 特別な用事のない生徒は，速やかに下校する。部活動生は，早めに練習に取りかか

る。 

○ 下校時は，寄り道や買い食いなどしないで，交通ルールを守って安全に下校する。 

 

＜その他＞ 

 ○ 時計を見て，自分で判断して行動すること。 

 ○ 誰もいないときや特別な用事があるとき以外は，勝手に他学年の教室に出入りしないこと。 

 ○ 更衣室は正しく使うこと。 

 ○ 廊下や多目的スペースを走り回ったり，大声を出したりしないこと。 
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住用中学校 生徒心得                     

 

１ 生活上の心得 

(1) 規則正しい生活をしよう。 

  ① 時刻のけじめをつけよう。 

   ア 登校・下校の時刻を守ろう。 

   イ 授業開始時刻を守ろう。 

   ウ 帰宅時刻を守ろう。 

  ② 言葉づかいに気をつけよう。 

  ③ 元気の良いあいさつをしよう。 

  ④ 校内で走ったり，暴れたりしないようにしよう。 

  ⑤ 誰もいないときや，特別な用事があるとき以外は他学年の教室への出入りはしないようにし

よう。 

  ⑥ 校内の施設設備は，ていねいに扱おう。 

  ⑦ 体調がすぐれないときは，担任（教科担任）の許可を得て，保健室へ行くようにしよう。 

  ⑧ 授業の始まりと終わりのあいさつを全員で元気よく行おう。 

  ⑨ 授業にやむを得ず遅れた場合には，先生に理由を告げ，許可を受けて着席しよう。 

  ⑩ 学用品や課題等の忘れ物は，授業前の休み時間までに必ず先生に届けよう。 

  ⑪ 授業中は姿勢を正し，私語をつつしみ，学習に集中しよう。 

  ⑫ 学習に不必要な物を持ち込まないようにしよう。 

  ⑬ 家庭学習の時間を確保しよう。（９０分は確保しよう。） 

(2) 子どもだけで夜間外出や外泊はしない。 

(3) 身なりを整えよう。（服装等） 

(4) 登校・下校中の買い食いはしない。 

(5) ゲームセンターやカラオケボックスは保護者同伴とする。 

(6) 交通ルールを守る。 

(7) 携帯電話については，原則として校内持ち込みを禁止する。 

 

２ 身なりについての心得 

 (1) 男 子 

  ① 髪 型  中学生らしい髪型    

          （眉にかからない 耳にかからない 襟にかからない長さとする。） 

  ② 上 着 

    【夏服】 白の半袖開襟シャツ 

    【冬服】 黒色の詰襟標準学生服 

        ※ 寒いときは黒・紺・茶などの長袖をカッターシャツの上から着用してもよい。 

  ③ ズボン  黒色の標準学生ズボン（ストレート） 

  ④ ベルト  黒色系統のものとし，必ず着用すること。  

 規律・気品のある住用中学校生であるために，次のことを守りましょう。 
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(2) 女 子 

  ① 髪 型 

   ・ 前髪は目にかからない程度とする。 

   ・ 肩より長く伸ばす場合はゴムでくくる。 

   ・ ゴムでくくる場合は，ゴムの色は黒・紺・茶とする。 

   ・ パーマ（ストレートパーマ含む），染色・脱色等はしない。 

    

  ② 上 着 

    【夏服】 半袖セーラー服（学校指定） 

    【冬服】 長袖セーラー服（学校指定） 

        ※ 寒いときは黒・紺・茶などの長袖をセーラー服の中に着用してもよい。 

  ③ スカート  紺色のスカート（学校指定） 

        

  ④ 冬季のタイツ着用について 

  ※ 厳寒期のタイツ着用については，状況に応じて着用の指示を出すのでそれ以外は着用し

ない。 ただし，体調不良の場合は，保護者からの申し出により着用を許可する。 

 

(3) 共 通 

① ネーム 

② カバン 

③ 補助バッグ 

④ 靴 

⑤ 靴下 

⑥ 上履き 

⑦ 髪型 

    夏服は白地に紺色，冬服は黒地にオレンジ色の刺繍 

    学校指定の通学用スリーウェイのカバン（黒色） 

    荷物が多い場合は，補助バッグを使用しても良い。 

    白色の運動靴とする。 

    白色の無地を原則とする。ワンポイントは可とする。 

    学校シューズ，上履き，スリッパ※R6変更点 

    特別な髪型を必要とする場合は申し出て許可を受ける。 

⑧ 眉                剃る・抜くなど手を加えない。 

⑨ 教室でのジャージ  教室でのジャージ着用については，許可を得て着用する。 

    着用              

⑩ カイロ・ひざ掛け   カイロやひざ掛けの使用は許可を得て使用する。 

⑪ 自転車通学生の冬季の手袋・ネックウォーマー着用について 

   ・ 状況に応じて指示を出す。それ以外は着用しない。ただし，校内では着用しない。 

  ※ 自転車通学については，別に「自転車通学規定」を設定する。 
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